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「災害補償制度の運用について」の一部改正について（通知）

「災害補償制度の運用について（昭和４８年１１月１日職厚－９０５）」の一

部を下記のとおり改正したので、平成２１年４月１日以降は、これによってくだ

さい。

記

第９の５中「８」を「７．７５（平成２１年３月３１日以前の日については８

）」に改める。

第１４の２（在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係

）の１の⑴中「５級」を「７級」に、「人事院規則９－１７（俸給の特別調整額

）第２条第１項又は第２項の規定を適用したものとした場合に受けることとなる

」を「給与法の規定が適用されるものとした場合に支給されることとなる俸給の

特別調整額の」に改め、第１４の２（在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅

行中の職員の特例関係）の１の⑺中「（⑴による額を人事院規則９－１７第２条

第１項第２号又は第２項第２号の規定を適用したものとした場合に受けることと

なる額とされた者を除く。）」を削り、第１４の２（在外公館に勤務する職員又

は公務で外国旅行中の職員の特例関係）の１中⑺を⑻とし、⑹を⑺とし、⑸を⑹



とし、第１４の２（在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例

関係）の１の⑷中「⑶」を「⑷」に、「⑺」を「⑻」に改め、第１４の２（在外

公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係）の１中⑷を⑸とし

、第１４の２（在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係

）の１の⑶中「同法」を「在外給与法」に改め、第１４の２（在外公館に勤務す

る職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係）の１中⑶を⑷とし、第１４の２

（在外公館に勤務する職員又は公務で外国旅行中の職員の特例関係）の１の⑵中

「以下」を「⑷において」に改め、第１４の２（在外公館に勤務する職員又は公

務で外国旅行中の職員の特例関係）の１中⑵を⑶とし、⑴の次に⑵として次のよ

うに加える。

⑵ 本府省業務調整手当 給与法の規定が適用されるものとした場合に支給

されることとなる本府省業務調整手当の月額

第１８の５の⑵のアの(ｳ)中「８」を「７．７５（平成２１年３月３１日以前の

日については８）」に改める。

以 上


